










北海道釧路市
 きゅういがらしけじゅうたくじむしょけんおもや

「旧五十嵐家住宅事務所兼主屋」は令和2年8月17日付で登録条件で
ある「建設後50年を経過し、造形の規範となっているもの」として、
国登録有形文化財に登録となりました。
旧五十嵐家住宅事務所兼主屋は1949（昭和24）年、工務店を経営
していた五十嵐一雄氏（故人）が自宅兼事務所として建築した木造
2階建てです。五十嵐氏は明治41年生まれで、宮大工のもとで修行し、
戦後独立し工務店を営んでいました。勉強熱心で、暮らしやすさを
心がけていたとの事です。
住宅街にたたずむ和洋折衷の建物は様々な工夫があります。階段の
手すり壁の内側のスリッパ入れ、家の内外が同時に灯る玄関の灯り、
台所から玄関の客が見える小窓などの工夫が有ります。
玄関脇の事務所は防寒対策の為2重窓とし、建物の中央には造作の
システムキッチンが作られ、食器棚・氷で冷やす冷蔵庫などが組み込
まれています。又2階には勾配天井の洋室が3部屋有ります。
茶室は水屋・にじり口などがある本格的な造りとなっています。
続き間の六畳間と十畳間の和室は、大勢の人が集まる時にも対応出来
る空間です。六畳間は本格的では有りませんが、書院造りとなってい
ます。10畳間の方は台所に繋がる窓、飾り棚、縁側、神棚、仏壇など
工夫が詰まっています。

旧五十嵐家住宅保存の会では、コンサート・料理教室など様々な
イベントを開催し、一般公開をしています。
一人でも多くの方に見学して頂き、保存に繋げる事が出来ればと
望んでいます。

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋は、釧路市で工務店を営
んでいた五十嵐一雄氏が自宅兼事務所として建築した
建物です。 外観は上部の白壁と灰色の板張りのコント
ラストが美しい建物です。
又内部は和洋折衷になっておりますが、六畳間と十畳
間の和室の続き間と、水屋の有る本格的な茶室が有り
ます。
現在は一般の方が所有していますが、旧五十嵐家住宅
保存の会が管理運営をしており、様々なイベントを開
催し一般公開しています。
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建物名称

建築年

構造・様式

所在地

開館時間

問い合せ

アクセス

備 考

旧五十嵐家住宅事務所兼主屋

1949年（昭和24年）

木造2階建て

釧路市富士見2丁目7-5

イベント時に一般公開

旧五十嵐家住宅保存の会事務局

担当：金子ゆかり 携帯：090-3110-1574

釧路駅から車で5分

国登録有形文化財


